
保 健 関 係 

 

「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」への加入について 

 この制度は、学校の管理下で生徒に災害が発生した時に、災害共済給付を行う、国、学校、保護者の

三者負担による互助共済制度です。 

 本校では全員加入して頂きます。保護者負担分の掛け金は、毎年５月に校納金と合わせてお支払い頂

きます。 

 

（１）給付の対象 

  学校の管理下（各教科の授業中、学校行事で活動中、部活動等の課外指導中、休憩時間中、登下校

中等）における怪我が対象となります。医療費のほか、傷害が残った場合の傷害見舞金、死亡見舞金

の規定もあります。ただし、医療費については、療養に要した費用が、初診から治癒までの総額で    

５，０００円以上のものとなります。 

 

（２）給付を受ける手続きについて 

  本人が学級担任、部活動顧問に連絡をし、指示を受けてください。尚、給付金は校納金引き落とし

口座へ振り込みます。この場合、振り込み手数料はご家庭でのご負担となります。 

 

 

 

健康管理について 

（１）入学前にお願いしたいこと 

  年度当初に健康診断を行います。その結果から治癒の必要がある場合は、ご連絡いたしますが、入

学後は勉強や部活動などで時間的に余裕がなく、通院もできにくくなります。特に歯科については、

入学までに治療を受けておくようにお願いいたします。 

 

（２）学校生活上で配慮が必要な場合 

  持病（心臓病、腎臓病、アレルギー疾患等）があり、学校での生活に配慮が必要な場合は、保健調

査票にその旨、ご記入ください。 

  「学校生活管理指導表」がある場合には、入学後、学級担任に提出してください。尚、記入しにく

いことがありましたら、直接学級担任もしくは養護教諭へご連絡ください。 

 

 

 

保健調査票の記入について 

  保護者の方が必要事項を記入してください。既往歴、アレルギーに関する欄は忘れないように記入

してください。 

  緊急連絡先等の変更が生じた場合は、直ちに学級担任に申し出てください。 

 

 

 

 



 

 

 

 

出席停止の処置について 

（１）学校において、特に予防すべき伝染病の種類（学校保健法施行規則による） 

病   名 

第１種 エボラ出血熱      クリミア・コンゴ出血熱     

南米出血熱       ペスト            マールブルグ熱 

ラッサ熱        急性灰白髄炎         ジフテリア 

重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳコロナウイルスに限る） 

指定感染症または新型感染症（             ） 

第２種 インフルエンザ（疑い・様疾患も含む） 

百日咳         麻疹             流行性耳下腺炎 

風疹          水痘             咽頭結膜熱 

結核 

第３種 コレラ         細菌性赤痢          腸管出血性大腸菌感染症 

腸チフス        パラチフス          流行性角結膜炎 

急性出血性結膜炎 

その他の感染症（              ） 

 

（２）出席停止の流れ 

  病院を受診し、該当する病気の診断を受けたら、直ちに学校に連絡を入れる。連絡を受け、治療し

た時医師に記入して頂く登校許可書を発行します。 

  治癒の後、登校する日に持参し、担任に提出してください。 


